
令和８年度 茨城県立鹿島特別支援学校 体験学習実施要項 

 

茨城県立鹿島特別支援学校 

 

１  体験学習の目的 

本校での学校見学及び教育相談を実施した結果､知的障害特別支援学校の教育活動に対する理解をさら

に深めたいと考える児童生徒本人や保護者からの希望があった場合に、本校の授業を体験する機会を設ける。 

 

２  対象となる児童生徒 

  本校での学校見学及び教育相談を実施後に､体験学習を希望する小学校・中学校在籍の児童生徒 

 ※当該児童生徒が在籍する小学校・中学校におかれましては、児童生徒本人の意思や気持ちを丁寧に聴き

取り、保護者にも十分な説明と確認を行っていただけますようお願いいたします。 

 

３  体験学習について （実施回数：一人 1回とします／都合による欠席は中止とし、振替日は設けません） 

実施期間 対象学年 体験時間 実施目的 

２学期（９～１１月） 
小学校 

１年生～5年生 

中学校 

１年生～2年生 

本校各部の 

１～４校時まで 

※午前中 

・児童生徒の「適切な学びの場」の検討のため 

・知的障害特別支援学校の理解を深めるため 

・知的障害特別支援学校へ転入する児童生徒

が、体験を希望し、その機会を保障するため 
３学期（１～２月） 

※令和９年４月に開校する（仮称）神栖特別支援学校への転入を検討している児童生徒についても、今年度は

鹿島特別支援学校において体験学習を実施します。 

 

４  体験学習の流れ   

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                    

 

 

 

 

 

事前打合せ日の設定 

（電話） 

本校にて事前打合せ 

（来校／様式８を持参） 

文書の作成と提出 

（様式６・様式７） 

□担当者間で、電話で事前打合せ日を設定します。 

□担任等の先生は「児童生徒実態票」（様式８）をご準備ください。 

□「児童生徒実態票」（様式８）を基に打合せを行います。 

・児童生徒の実態及び体験学習を希望する事由の確認 

・体験学習の手続き等の説明（保護者の送迎と付き添いが必要です） 

・体験学習に関する保護者の考えや質問等の確認 

・体験学習での児童生徒の参加目標､期日､学習や活動内容の検討 

・児童生徒への配慮事項、持ち物等、その他必要事項の確認 

□児童生徒が在籍する小・中学校は、次の２点を提出してください。 

①「体験学習について（報告）」（様式６）→管轄の市教育委員会へ 

②「体験学習について（依頼）」（様式７）→本校へ 

※日本スポーツ振興センターへの加入状況を確認してください。 

□本人・保護者から､在籍校へ体験学習を希望する申し出あり 

□在籍校は、各市教育委員会へ「特別支援教育巡回相談依頼書」（様

式１）に体験学習の希望と記載して、提出してください。 

 

□保護者の送迎と付き添いのもとで、体験学習を実施します。 

・児童生徒の該当学部で、同学年の授業や学習活動に参加します。 

 

体験学習の申込 

（様式１） 

情報共有 

□体験学習の様子を報告しますので、情報共有をお願いします。 

・児童生徒の感想等をお聞かせください。保護者が、児童生徒の様子を

見た感想や、学びの場についての考えもお聞きできたら幸いです。 

体験学習の実施 


